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支援の対象

１ 果樹棚と一体的な多目的防災網の整備
[補助率：１／３以内]

・果樹棚と併せた多目的防災網の新規導入に要する経費
（資材費、設置費）
２ 果樹棚と一体的な多目的防災網の再整備（張替え）

[補助率：１／３以内]
・果樹棚の支柱等の補修と併せた多目的防災網の張替え
に要する経費（資材費、設置費）
※ １、２とも自力施工に必要な資材費の購入経費等も
対象とします。

支援の内容

【注意】次の場合は補助対象としません。
（１）果樹棚のみ、多目的防災網のみの新規導入
（２）果樹棚の補修を行わない多目的防災網の張替え

令和6年度までの3か年限定事業

果樹棚⇒果樹の枝等を誘引し支持するために必要な【下棚】と
多目的防災網や防鳥網を被覆するために必要な【上棚】がある。



１ 果樹棚と併せた多目的防災網を新規導入する場合
（１）上棚と防災網の新規導入

補助対象となるパターン例
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【問い合わせ】
最寄りの千葉県農業事務所企画振興課 又は
千葉県農林水産部生産振興課(☎０４３-２２３-２８７２)

補修は法定耐用年数が
経過した果樹棚が対象
事業費20万円以上

既設

既設

２ 既存の果樹棚補修と多目的防災網の張替えを行う場合

（３）防鳥網から多目的防災網に切り替えるため果樹棚の支柱の追加等を
行う場合

（２）上棚＋下棚と防災網の新規導入
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